
公募型プロポーザル方式により委託業務の受託者を選定するので、次のとおり公告する。 

 

  令和７年２月２５日 

 

奈良県福祉医療部長 山中 淳史     

１ 業務の概要 

 (１)業務名 

障害者社会参加推進センター運営事業 

 

 (２)業務の目的、内容 

４の(２)により配布する障害者社会参加推進センター運営事業委託仕様書（以下「仕様書」とい

う。）に示すところによる。 

 

 (３)予算額 

４の(２)により配布する障害者社会参加推進センター運営事業委託事業者募集要項（以下「募集要

項」という。）に示すところによる。 

 

 (４)業務の仕様等 

   ４の(２)により配布する仕様書に示すところによる。 

 

 (５)履行期間 

   令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 (６)留意事項 

 本業務の実施については令和７年度予算成立を条件としているため、予算成立状況により、契約を行わ

ない場合や委託金額、委託期間等を見直した上で再募集を行う場合がある。なお、この場合においても、

本事業の受託者募集に要した経費を請求することはできない。 

 

２ 参加資格 

本事業の受託者募集に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。 

 (１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 (２) 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措置の期間中でないこと。 

 (３) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て（同法附則第

２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る

同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」という。）第３０条の規

定する更生手続開始の申立てを含む。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。 

ただし、同法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続き開始の決定を

含む。）を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった

者とみなす。 

 (４) 平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条による廃止前の和



議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の申立てをしていない者であ

ること。 

  (５) 平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又

は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっ

ても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立

てがされなかったものとみなす。 

 (６) 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団  

       体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又 

     は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関  

       する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員を  

       いう。以下同じ。）でないこと。 

 (７) 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的

に関与していないこと。 

 (８) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもっ 

     て、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。 

 (９) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは 

     積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。 

 (10) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

 (11) 公告日から過去５年以内において、国又は地方公共団体（国又は地方公共団体が設立する独立行政 

     法人も含む。）を契約の相手方として、本件業務と同種の障害者の自立と社会参加の推進に関する  

       情報発信及び啓発に関する業務を受託し、誠実に履行した実績を有する事業者であること。 

 

３ 失格事項 

      応募者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。  

 (１)上記２に示した参加資格が備わっていないとき 

 (２)企画提案書等に虚偽又は不正があったとき 

 (３)企画提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、その補正に応じないとき 

 (４)一以上の審査項目についての記載がなかったとき 

 (５)プレゼンテーションに不参加のとき 

 (６)そのほか不正な行為があったとき 

 

４ 手続等 

 (１)担当部局（書類の提出先及び問合せ先） 

〒630-8501  奈良県奈良市登大路町 30番地 

奈良県福祉医療部障害福祉課共生推進係 

電話番号 0742-27-8922 

ファクシミリ 0742-22-1814  

 

(２)仕様書及び募集要項の配布 

令和７年２月２５日（火）から同年３月１８日（火）午後５時までの間に、（１）の担当部局又は「奈



良県障害福祉課ホームページ」から入手するものとする。 

 

(３)企画提案書等の提出 

(２)により配布する募集要項に示すところによる。 

 

(４)質問の受付 

(２)により配布する募集要項に示すところによる。 

 

５ 受託者の選定 

４の(２)により配布する募集要項に示すところによる。 

 

６ その他 

(１)本業務の提案への参加に係る費用は、応募者の負担とする。 

(２) 受託事業者として選定された提案者の企画提案書等は返還しない。しかし、選定されなかった提案

者の企画提案書等は返却するものとする。 

(３)各業務の詳細は、４の(２)により配布する仕様書に示すところによる。 


